
奈
良
・藤
原
宮
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
県
橿
原
市
高
殿
町

・
飛
騨
町

２
　
調
査
期
間
　
　
東
面
大
垣
地
区
　
一
九
八
〇
年

（昭
５５
）
四
月
を

一
九
八

一
年
三
月
、
南
面
大
垣
地
区
　
一
九
八
〇
年
八
月
を

一
〇

月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
据
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
狩
野
　
久

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
殿

・
官
衡
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
七
世
紀
末
を
八
世
紀
初
頭

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一　
東
面
大
垣
地
区

（第
二
九
次
）

一
九
八
〇
年
度
は
東
面
大
垣
地
区
に
お
い
て
、
東
西
に
相
接
し
て
第
二
九

・

三
〇

・
三
三
次
の
三
回
の
調
査
を
行

っ
た
が
、
木
筒
の
出
上
を
見
た
の
は
第
二

九
次
調
査
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
二
九
次
調
査
地
は
、
官
東
北
隅
か
ら
南
へ
約

二
六
〇
ｍ
の
地
点
で
、
宮
の
東
面
大
垣

・
内
濠

・
外
濠
を
合
み
、
本
誌
創
刊
号

で
報
告
し
た
第
二
四
次
調
査
地
に
南
接
し
て
い
る
。
前
号
で
報
告
し
た
第
二
七

次
調
査
地
は
、
第
二
四
次
の
北
に
接
し
て
い
る
の
で
、
三
年
間
で
南
北
に
連
続

し
て
合
計
約

一
二
五
ｍ
に
わ
た
り
東
面
大
垣
部
を
調
査
し
た
こ
と
に
な
る
。

第
二
九
次
調
査
で
検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
第
二
四

。
二
七
次
と
同
様
に
、

宮
東
面
大
垣
Ｓ
Ａ

一
七
五
、
大
垣
の
一
二
ｍ
西
に
あ
る
内
濠
Ｓ
Ｄ
二
三
〇
〇
、

大
垣
の
二
〇
ｍ
東
に
あ
る
外
濠
Ｓ
Ｄ

一
七
〇
等
が
あ
り
、
内

・
外
濠
は
北
流
す

る
。
こ
の
他
の
藤
原
官
時
代
の
遺
構
に
は
、
大
垣
と
外
濠
の
中
間
に
、
宮
の
四

面
を
と
り
ま
く
細
濤
Ｓ
Ｄ
二
二
九
五
、
内
濠
東
岸
の
土
媛
Ｓ
Ｋ
二
八
〇

一
、
内

濠
西
岸
に
接
す
る
大
土
竣
Ｓ
Ｋ
二
八
〇
二
等
が
あ
る
。
建
物
遺
構
は
主
と
し
て

外
濠
東
岸
に
集
中
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
藤
原
宮
以
前
か
時
期
不
明
の
も
の

で
あ
り
、
藤
原
宮
期
に
は
大
垣
の
東
西
は
広
い
空
閑
地
と
な
っ
て
い
た
。
以
上

の
他
に
、
古
墳
時
代
の
濤

・
土
損
等
が
散
在
し
て
い
る
。
な
お
第
二
九
次
に
西

接
す
る
第
三
〇
次
調
査
で
は
、
大
垣
の
約
六
〇
ｍ
西
で
、
南
北
二
間
、
東
西

一

二
間
の
長
大
な
東
西
棟
建
物
を
検
出
し
て
お
り
、
隣
接
す
る
柱
穴
か
ら
す
る

と
、
さ
ら
に
西
側
に
同
規
模
の
建
物
が
並
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
付

近
か
ら
西
が
官
東
辺
部
の
官
衝
地
域
と
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
第
二

九
次
に
東
接
す
る
第
三
二
次
調
査
で
は
、
外
濠
の
約
四
四
血
東
で
幅
三
ｍ
の
南

北
濤
を
検
出
し
た
が
、
こ
れ
は
東
二
坊
大
路
西
側
濤
と
み
ら
れ
る
。

以
上
の
遺
構
の
う
ち
、
本
衝
は
外
濠

。
内
濠

・
土
娯
Ｓ
Ｋ
二
八
〇

一
か
ら
総

計

一
五
五

一
点
出
土
し
た
が
、
大
部
分
は
外
濠
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。

内
濠
は
幅
二

・
五
ｔ
三
ｍ
、
深
さ
約
○

・
七
ｍ
の
素
掘
り
濤
で
、
三
六
ｍ
分

を
検
出
し
た
。
濤
南
半
部
は
西
岸
の
一
部
が
崩
落
し
、
幅
が
広
が

っ
て
お
り
、

こ
の
部
分
か
ら
大
半
の
木
筒
が
出
土
し
た
。
堆
積
土
は
三
層
に
大
別
さ
れ
、
木

筒
は
第
二

・
三
層
か
ら
瓦

・
土
器

。
木
製
品
と
共
に
六
九
点
出
土
し
た
。
第

一

層
は
濠
廃
絶
時
に
埋
め
立
て
た
土
層
と
考
え
ら
れ
る
。
木
簡

の
層
別
の
内
訳



は
、
第
二
層
三
九
点
で
、
郡
表
記
の
貢
進
物
荷
札
三
点
、
千
支
表
記
か
と
み
ら

れ
る
断
片

一
点
が
あ
り
、
第
三
層
は
三
点
で
、
評
表
記
の
荷
札
が

一
点
あ
る
。

外
濠
は
幅
五

・
五
ぞ
六
ｍ
、
深
さ
約

一
。
三
ｍ
の
素
掘
り
濤
で
、
四
七
ｍ
分

を
検
出
し
た
。
堆
積
は
四
層
に
大
別
さ
れ
、
木
筒
は
第
三
層
か
ら
瓦

・
土
器

・

木
製
品
と
共
に

一
四
三
九
点
出
土
し
た
。
第

一
・
二
層
に
遺
物
は
少
く
、
第
四

層
は
無
遺
物
で
あ

っ
た
。
第

一
層
は
内
濠
と
同
じ
く
濠
埋
め
立
て
の
際
の
上
層

で
あ
る
。
木
簡
は
濠
の
全
面
か
ら
出
土
し
た
が
、
南
端
か
ら

一
〇
ｍ
程
の
間
が

多
く
、
五
〇
〇
点
を
越
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
の
出
土
状
況
は
流
さ
れ
た

状
態
を
塁
し
て
い
た
の
で
、
投
棗
さ
れ
た
地
点
か
ら
、
ど
の
程
度
の
距
離
か
不

明
だ
が
流
下
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
宮
内
か
ら
東
外
濠
へ
流
入
す
る
濤
等

は
三
回
の
調
査
で
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。
木
筒
以
外
で
は
仏
像
墨
画
木
片
や
、

削
り
掛
け

。
人
形

・
馬
形
等
の
祭
祀
具
が
出
土
し
て
い
る
。

上
竣
Ｓ
Ｋ
二
八
〇

一
は
、
東
西
三

・
六
ｍ
、
南
北

一
。
一
ｍ
の
不
整
形
を
塁

し
、
深
さ
○

・
六
ｍ
で
あ
る
。
埋
土
は
三
層
あ
り
、　
一
二

一層

か
ら
土
器

・

瓦

・
木
片
と
共
に
木
筒
四
四
点
が
出
土
し
た
が
、
大
部
分
が
削
暦

・
断
片
で
、

遺
存
状
態
が
悪
く
、
内
容
的
に
顕
著
な
も
の
は
な
か
っ
た
。

一
一　
南
面
大
垣
地
区

（第
二
九
十
六
次
）

調
査
地
は
南
面
西
門
推
定
地
の
西
約
六
〇
ｍ
の
地
点
で
、
建
設
工
事
用
仮
進

入
路
工
事
の
事
前
調
査
と
し
て
、
南
北
四
八
ｍ
、
東
西
六
ｍ
の
範
囲
で
行
っ
た
。

遺
構
は
北
か
ら
、
内
濠
Ｓ
Ｄ
五
〇
二

・
大
垣
Ｓ
Ａ
二
九
〇
〇

・
外
濠
Ｓ
Ｄ
五
〇

一
を
検
出
し
、
木
筒
は
外
濠
か
ら
六
点
出
土
し
た
。
外
濠
は
南
面
大
垣
の
約
二

1980年 出上の木簡
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「真
吉
列
　
神
人
　
国
益
」

「□一疏
解
闘
剛
匪
胞
呂，
」

ｘ
具
志
　
主思
美
列
十
人
□
□
×

〔火
ヨ

去
□
頭
百
□

ｘ

×
□
　
詔
大
命
乎
伊
奈
止
申
者
ｘ

〔安
力
〕

頂
請
申
　
使
人
和
□
ｘ

×
多
治
比
山
部
門

ｘ
□
□
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（懸
て
（じ
溢

ｏ鐵

〔人
ヵ
〕
　
　
　
　
〔賜
力
〕
　

　

　

〔緒
力
〕

×
□
□
阿
倍
大
臣
直
□
御
馬
一
匹
殿
□
□

ｘ

（
μ
∞
Ｐ
）
×

（
Ｐ
Ｏ
）
×

⇔
　

〇
∞
岸

Ｐ
ｏ
ｏ
×

Ｐ
Φ
×

∞
　

Ｏ
μ
ド

「義
法
師
」

（刻
線
）

ｘ
□
川

一千
代

朝
嫡
轄
損
千
代
　
山
代
久
勢
千
代］

］
∞
×

ド
∞
×

い
　

ｏ
μ
ド

五
月
大

一
日
乙
酉
水
平
　
　
七
月
大

一
耐
甲
申（岸『Φ

）
×
（『
）
×
μ
　
ｏ∞
μ

（大
倭
園
）

「曽
布
上
郡
大
宅
里
ｘ
　
　
　
　
　
　
　
　
（き
て
く
て
∞
目

（山
背
国
）

弟
国
評
輛
岡
三
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（雹
∀
Ｇ
Ｘ
ω
目

（山
背
国
宇
治
）

Ｌ

「＜
山
科
里
阿
那
之
奈
西
二
枚
」
　
　
　
　
　
　
μ式
恙
露
∞

（河
内
国
）

側

「＜
高
安
評
坂
本
里
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
トミ露
ｅ
）溢

（河
内
国
河
内
）

鯛

「＜
日
下
里
人
大
戸
首
末
呂
戸
諸
方
薦

一
枚
」

ｓ
冤
Ｇ
Ｖ
い

〔鹿
ヵ
〕

⑩

「＜
科
野
国
伊
奈
評
□
大
贄
＜
」
　
　
　
　
　
　
牌∞露
ゃ安
、

（但
馬
国
）

硼
Ｌ
己
亥
年
十
二
月
二
方
評
波
多
里
」

Ｌ
大
豆
五
斗
中
　
　
　
　
　
　
」
　

　

　

　

ドリゃ恙
］溢

凶

「＜
戊
戊
年
六
月
波
伯
吉
國
川
村
評
久
豆
賀
里
□
ｘ

（］〇∞）
×
（ドい）
×
中

例

「
＜
紀

伊

國

海

マ
郡

□

里

木
本
村
海

マ
宇
手
調

×

６
じ

Ｘ

５

滋

岸
心
Ｏ
×
（
ド
『
）
×
］
　
ｏ
岸
Φ

（
ド
ド
∞
）
×
（
∞
）
×
卜
　
ｏ
∞
ド

（
ド
ω
ω
）
×
］
〇
×
卜
　
ｏ
∞
岸

閉
名
＜
□
□
里
凡
川
内
忌
寸
豊
」

一
名
＜
□
戸
薦

一
枚
　
　
　
　
」

囲

「＜
上
£
羽
薦
二
枚
」

囲

「＜
撫
米
二
古
奈
乃
利
毛

一
古
」

圏
Ｌ
＜
黒
多
比
二
　
　
　
　
」

Ｌ
＜
須
ヽ
吉

一　
永
閑

一
」

〇
ド
ド

μ
⇔
ｏ
×

中
⇔
×

伽
　

⇔
∞
∞

μ
⇔
∞
×

μ
ｏ
×

］
　

Φ
∞
∞

Ｐ
い
雨
×

］
∞
×

卜
　

ｏ
∞
］

畔
∞
枷
×

早
∞
×

卜
　

ｏ
∞
中

寓  需
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側

「河
鬼
加
布
打
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ
Ｘ
ｅ
ｘ
Ｎ
冨

内
濠
Ｓ
Ｄ
二
三
〇
〇

酬
長

皇
太
妃
宮
舎
人
　
　
　
垂南
薬
」

長

□
□
□
□
□
　
右
二
品
　
　
」
　

　

　

　

（遥
∀
ｅ
ｋ

ｏ驚

硼
名
大
神
卿
宣
　
嫁
膜
田
×

Ｌ

犬
上
（
支
田
女
　

右

×
　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
轟

×

∞
マ

∞

思

意
味
の
取
れ
る
も
の
で
は
文
書
木
簡
と
貢
進
物
荷
札

・
物
品
付
札
が
ほ
ば
半

々
で
あ
る
。
外
濠
出
土
木
簡
の
う
ち
年
紀
の
あ
る
も
の
は
、
文
書
木
簡
で
は
慶

雲
元
年
が
三
点

（推
定
一
点
を
含
む
）
だ
け
で
あ
る
が
、　
荷
札
で
は
成
戊
年

（文

武
一●

四
点
、
己
亥
年

（文
武
一も

一
一点
、　
庚
子
年

（文
武
四
）
一
点
、　
慶
雲
三

年

一
点
、
和
銅
二
年
二
点
が
あ
り
、
年
紀
の
な
い
も
の
で
も
評
表
記

一
二
点
、

郡
表
記

一
一
点
で
あ
る
の
で
、
荷
札
の
過
半
は
大
宝
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

官
司
篤
を
記
し
た
も
の
で
は
、
中
務
省

・
民
部
省

・
皇
太
妃
宮
職
等
の
他
、

大
炊
寮

・
内
膳
司

・
造
酒
司

・
園
池
司
等
の
官
内
省
被
管
官
司
が
多
く
、
し
か

も
解
の
形
式
を
と
る
も
の
が
多
い
。

皇
太
妃
宮
職
名
木
筒
は
二
七
次
調
査
で
既
出
だ
が
、
か
ろ
う
じ
て
判
読
で
き

る
程
度
の
墨
付
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
⑪
は
文
字
が
明
瞭
で
、
慶
雲
元
年
の
年

紀
も
あ
る
。
前
号
で
皇
太
妃
官
職
は
、
車
壁
皇
太
子
の
妃
、
文
武
天
皇

の
母

で
、
の
ち
即
位
し
て
元
明
天
皇
と
な
る
阿
閉
皇
女
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
官
司

と
考
え
た
。
お
そ
ら
く
、
皇
太
妃
は
、
配
偶
者
が
天
皇
で
あ
る
と
否
と
に
か
か

わ
ら
ず
、
妃
位
に
あ
っ
て
天
皇
の
生
母
に
な
っ
た
者
の
尊
称

で
あ
る
と
み
ら

れ
、
三
后
と
同
様
に
遇
さ
れ
た
の
で
皇
太
妃
宮
職
が
設
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
鉛
か
ら
皇
太
妃
官
に
舎
人
の
存
在
が
知
ら
れ
、
四
百
人
の
舎
人
を

有
す
る
中
官
職
と
の
関
連
が
う
か
が
わ
れ
る
。

０
の
栗
田
は
、
大
宝
か
ら
慶
雲
年
間
に
か
け
て
民
部
卿
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ

る
粟
田
朝
臣
真
人
の
可
能
性
が
あ
る
。
民
部
省

の
二
寮

（主
計
・
主
税
）
の
衛

士
と
あ
る
が
、
宮
衛
令
集
解
開
閉
門
条
所
引
古
記
に
よ
れ
ば
、
衛
士
が
民
部
省

を
防
守
し
て
お
り
、
藤
原
宮
で
も
同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

衛
士
に
関
す
る
木
簡
は
第
二
四

。
二
七
次
調
査
で
も
出
上
し
て
い
る
。
ま
た
⑥

・
０
に

「―
―
列
」
と
あ
る
の
は
衛
士

・
仕
丁
等
の
集
団
の
名
称
で
あ
る
が
、

０
に
は
火
頭
と
も
あ
る
の
で
衛
士
か
丁
匠
の
集
団
構
成
員
の
歴
名
で
あ
ろ
う
。

③
は
宣
命
で
あ
り
、
藤
原
官
で
は
三
点
目
で
あ
る
。
正
倉
院
文
書
の
例
で
は

助
辞

・
語
尾
の
万
葉
仮
宅
を
小
字
右
寄
せ
で
記
す
が
、
藤
原
宮
出
上
の
三
点
は

い
ず
れ
も
大
字
で
あ
り
、
宣
命
体
の
書
記
法
に
変
遷
の
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ

る
。
ま
た
③
の
文
面
は
即
位
の
宣
命
に
比
較
的
多
い
表
現
で
あ
る
。

第
二
七
次
調
査
で
は
建
部
門

。
少
子
部
門
号
を
記
し
た
木
筒
が
出
上
し
た

が
、
③
は
多
治
比
門
と
山
部
門
の
二
門
号
を
記
し
て
い
る
。
多
治
比
門
は
、
第

一
八
次
調
査
の
北
面
中
門
地
区
出
上
の
門
号
木
簡
か
ら
北
面
東
門
と
考
え
ら
れ

て
い
る

３
藤
原
宮
木
簡
置

解
説
）。　
山
部
門
、
建
部
門
、
少
子
部
門
は
、
平
安

官
の
門
号
、
平
城
官
の
「
小
子
門
」
の
位
置

Ｇ
平
城
宮
木
簡
一證

解
説
）
等
か
ら



み
て
、
東
面
に
三
門
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
門
の
門
号
で
あ
ろ
う
。
そ
の
配
置
に

つ
い
て
は
、
北
か
ら
出
部
門
、
建
部
門
、
少
子
部
門
の
順
で
あ
る
可
能
性
が
濃

い
が
、
な
お
今
後
検
討
を
加
え
た
い
。

ＱＯ
の
阿
倍
大
臣
は
、
大
宝
元
年
に
右
大
臣
と
な
っ
た
阿
倍
朝
臣
御
主
人
か
。

ω
の
義
法
師
は
、
遣
新
羅
学
問
僧
で
、
慶
雲
四
年
五
月
に
帰
国
し
、
和
釦
七

年
三
月
に
は
そ
の
占
術
を
用
い
る
た
め
還
俗
さ
せ
て
い
る
。

①
の
大
神
卿
は
、
壬
申
乱
の
功
臣
で
、
慶
雲
三
年
二
月
に
左
京
大
夫
で
卒
す

る
大
神
朝
臣
高
市
床
呂
と
み
ら
れ
る
。
表
一異
に
小
学
で
記
す
人
名
の
氏
名
は
、

武
蔵

。
信
濃

。
近
江
の
郡
名
で
あ
る
の
で
、
条
女
で
あ
ろ
う
。

⑬
は
暦
の
抄
記
か
と
み
ら
れ
、
月
の
大
小
、　
一
日
の
千
支
、
五
行
、
十
二
直

ま
で
を
記
し
て
い
る
。
慶
雲
元
年
が
こ
の
記
載
に
合
致
す
る
。

次
に
貢
進
物
荷
札
は

一
九
ケ
国
に
わ
た
っ
て
お
り
、
伊
勢
四
点
、
若
狭
六
点

が
多
い
が
、
幾
内
の
大
倭

・
山
背

・
河
内
等
が
日
立
つ
の
も
特
徴
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、
④
の
日
下
里
は
和
名
抄
に
は
な
い
が
河
内
国
と
判
断
し
た
の
は
、
大

戸
首
が
新
撰
姓
氏
録
に
河
内
国
皇
別
と
し
て
出
、
同
大
戸
首
条
に
日
下
大
戸
村

と
あ
る
こ
と
、
和
名
抄
で
は
河
内
国
河
内
郡
に
大
戸
郷
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

畿
内
の
荷
札
で
は
貢
進
物
名
を
記
さ
な
い
も
の
が
多
い
が
、
④
に
は
薦

一
枚

と
あ
る
。
ま
た
里
名
未
詳
の
④
は
、
人
名
か
ら
摂
津
ま
た
は
河
内
の
可
能
性
が

強
い
が
、
こ
れ
に
も
薦

一
枚
と
あ
る
。
②
も
薦
二
枚
と
あ
る
が
、
そ
の
上
に
上

蔦
羽
と
あ
る
だ
け
な
の
で
、
産
地
名
を
付
し
た
物
品
付
札
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
上
鳥
羽
が
和
名
抄
の
出
城
国
紀
伊
郡
鳥
羽
郷
に
当
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も

畿
内
か
ら
の
産
出
品
と
い
う
こ
と
に
な
る

（既
出
木
簡
に
∩

「下
鳥
羽
医
難
酒
」
倒

堅
一斗
一
升
」
が
あ
る
―
―
奈
良
県
汲
委

『藤
原
宮
し
。
さ
ら
に
⑩
の
山
科
里
は
山
城

国
宇
治
郡
に
あ
り
、
物
品
名
は
記
し
て
い
な
い
が
二
枚
と
あ
る
の
で
薦
か
。

以
上
の
よ
う
に
畿
内
の
荷
札
で
は
薦
の
貢
進
が
日
に
つ
く
が
、
延
喜
主
計
式

で
は
、
山
城

・
河
内

。
摂
津
の
調
と
し
て
席
や
薦
を
あ
げ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

木
簡
は
そ
の
制
が
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な

お
二
七
次
調
査
で
、
明

「錦
マ
里
身
人
マ
支
波
□
□
」
∩

「
一
枚
」
と
記
し
た

木
筒
が
出
上
し
て
お
り
、
こ
れ
も
畿
内
の
薦
と
す
れ
ば
、
山
背
国
愛
宕
郡

・
河

内
国
若
五
郡

・
同
錦
部
郡
が
該
当
す
る
。

評
名
で
は
、
あ
ら
た
に
山
背
弟
国

・
河
内
高
安

・
伊
勢
川
曲

・
美
濃
厚
見

・

信
濃
伊
奈

。
但
馬
二
方

。
伯
者
川
村

・
出
雲
楯
縫
が
知
ら
れ
た
。
弟
国
評
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
大
宝
令
の
施
行
に
伴
い
葛
野
郡
か
ら
乙
訓
郡
の
分
割
が
行

わ
れ
た
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
再
考
の
必
要
が
生
じ
た
。

物
品
付
札
は
二
三
点
で
、
海
産
物
が
多
数
あ
り
、
し
か
も
万
葉
仮
名
で
品
目

を
記
し
た
も
の
が
多
い
。
海
藻
の
奈
乃
利
毛
は
釣
を
含
め
て
二
点
あ
る
が
、
允

恭
十

一
年
紀
に
奈
能
利
曾
毛
、
万
美
集
に
名
乗
曾

・
莫
告
藻
、
正
倉
院
文
書
に

奈
乃
利
曾
な
ど
と
あ
る
も
の
に
当
ろ
う
。
だ
が
奈
乃
利
毛
と
奈
乃
利
官
の
相
違

に
つ
い
て
は
未
考
で
あ
る
。
撫
米
は
平
城
官
木
筒
に
奈
三
米
と
あ
る
（概
報
九
）
。

①
は
蠣
頭
打
の
意
で
あ
ろ
う
。
賦
役
令
に
幸
螺
頭
打
、
平
城
官
木
簡
に
少
辛

螺
頭
打
の
例
が
あ
る

（『平
城
宮
木
簡
一一し
。

一
一　
南
面
大
垣
地
区
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考
仕
令
は
、
養
老
令
の
考
課
令
に
当
り
、
大
宝
令
と
浄
御
原
令
に
も
存
し
た
。
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関
係
文
献

倭
鵬
躙
簸
祓

『
藤
原
宮
出
土
木
簡
⑪
』

同
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飛
蔦

・
藤
原
官
発
掘
調
査
概
報
ｍ
』

1980年出上の木簡

線天戻
第 1図 藤原宮木簡出土地点
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第 2図 藤原宮第29次発掘調査遺構配置図
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